
                                                        

府
教
委
は
７
月
８
日
、
校
長
・
准
校
長
宛
に
「
教
職
員
の
時
間
外
勤
務
の
適
正
管
理
に
つ
い
て
」
（
通
知
）
を
発
出
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
６
月
２
８
日
に
大
阪
地
裁
が
、
長
時
間
・
過
密
労
働
が
原
因
で
適
応
障
害
を
発
症
し
た
と
し
て
損
害
賠
償
を
求

め
た
府
立
高
校
教
諭
（
西
本
武
史
さ
ん
）
の
訴
え
を
認
め
、
大
阪
府
に
賠
償
を
命
じ
る
地
裁
判
決
を
受
け
た
も
の
で
す
。 

府立高校教諭の長時間労働裁判 地裁判決を受けて府教委が通知を発出 

長時間過密労働の根本原因は人員不足！ 
学校現場丸投げでなく、府の責任で「負担軽減」を
減」を 
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通
知
は
、｢(

教
育
庁
と
し
て)

今
回
の
判
決
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
さ
ら
な
る
働
き
方
改
革
の
推
進
に
向
け
て
、
と
り
く
み
の

検
討
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す｣

と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
「
今
回
の
判
決
で
は
具
体
的
な
軽
減
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
安
全
配

慮
義
務
を
果
た
す
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
指
摘
さ
れ
ま
し
た
」
と
し
、
校
長
・
准
校
長
に
対
し
①
時
間
外
在
校

等
時
間
の
上
限
（
月
４
５
時
間
、
年
３
６
０
時
間
）
の
周
知
、
②
時
間
外
在
校
等
時
間
の
適
正
把
握
、
③
教
職
員
の
心
身
の
状
況

の
適
正
把
握
と
当
該
教
職
員
の
「
業
務
」
の
配
分
の
見
直
し
・
執
行
方
法
の
見
直
し
・
必
要
性
の
見
直
し
の
検
討
、
④
時
間
外
在

校
等
時
間
が
１
か
月
あ
た
り
８
０
時
間
を
超
え
た
教
職
員
に
対
す
る
産
業
医
の
面
談
の
実
施
等
を
求
め
て
い
ま
す
。 

 

府
教
委
が
招
い
た
人
員
不
足
を
棚
上
げ
し
た
「
学
校
現
場
へ
の
丸
投
げ
」
は
不
当 

一
方
で
通
知
は
、
「
校
内
に
お
い
て
は
、
『
効
果
的
な
方
法
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
も
や
り
方
を
変
え
よ
う
と
し
な
い
』
、
『
い

く
ら
注
意
し
て
も
業
務
を
切
り
上
げ
な
い
』
、
『
生
徒
の
た
め
に
や
っ
て
い
る
の
に
』
、
と
い
う
場
面
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
負
担
軽
減
策
を
講
じ
て
も
改
善
し
な
い
場
合
に
は
、
各
校
の
文
化
や
風
土
に
沿
っ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
や
り
方
を
思
い
切
っ

て
変
え
て
い
た
だ
く
場
合
も
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
し
、
長
時
間
過
密
労
働
の
原
因
が
、
教
職
員
自
身
や
学
校
の
「
文
化
や

風
土
」
に
あ
る
か
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
極
め
て
不
当
で
あ
り
、
府
教
委
の
認
識
が
問
わ
れ
る
問
題
で
す
。 

現
在
、
学
校
現
場
で
は
「
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
て
も
業
務
を
切
り
上
げ
ら
れ
な
い
」
状
況
の
も
と
、
「
幼
児
児
童
生
徒
の
た
め

に
」
と
身
を
削
る
教
職
員
の
奮
闘
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
業
務
量
に
対
す
る
人
員
が
根
本
的
に
不
足
し
て
い

る
こ
と
で
す
。
こ
の
間
、
知
的
障
害
支
援
学
校
を
中
心
に
「
過
大
・
過
密
」
化
が
加
速
、
小
中
学
部
の
児
童
生
徒
数
が
急
増
し
、

高
等
部
の
生
徒
が
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
「
教
職
員
定
数
の
標
準
な
ど
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
、
同
じ
児
童
生
徒
数
で
あ

っ
て
も
、
「
規
模
別
定
数
の
算
出
乗
数
」
が
高
等
部
よ
り
小
中
学
部
が
低
い
た
め
、
小
中
学
部
の
児
童
生
徒
の
比
率
が
上
が
る
と

各
校
に
配
置
さ
れ
る
教
員
数
が
減
少
し
ま
す
。
加
え
て
府
教
委
は
教
員
の
府
単
独
加
配
を
廃
止
し
、
実
習
教
員
、
事
務
職
員
、
技

術
職
員
な
ど
の
定
数
を
次
々
削
減
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
も
相
ま
っ
て
、
現
場
の
人
員
不
足
は
極
め
て
深
刻
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
中
で
、
増
加
す
る
一
方
の
「
業
務
」
の
「
配
分
の
見
直
し
」
を
「
し
た
く
て
も
で
き
な
い
」
の
が
実
情
で
す
。
「
具
体

的
な
軽
減
策
」
を
学
校
現
場
で
実
施
す
る
た
め
に
、
府
教
委
の
責
任
で
十
分
な
人
員
と
予
算
配
置
を
行
う
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で

す
。
そ
う
し
た
自
ら
の
責
任
を
棚
上
げ
に
し
て
、
問
題
の
解
決
を
学
校
現
場
に
丸
投
げ
す
る
な
ど
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で

す
。 

 

大
障
教
「
府
の
責
任
で
対
策
を
行
え
」
と
申
し
入
れ 

そ
も
そ
も
「
超
勤
４
項
目
」
以
外
に
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
教
員
の
時
間
外
勤
務
が
常
態
化
し
、
支
援
学
校
教
員

の
年
間
「
時
間
外
在
校
等
時
間
」
の
平
均
が
２
４
８
時
間
に
の
ぼ
る
な
か
、
人
員
・
予
算
増
も
な
し
に
校
長
・
准
校
長
に

「
適
切
な
対
応
」
を
求
め
て
も
、
問
題
は
解
決
し
ま
せ
ん
。
か
え
っ
て
「
時
短
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
や
「
偽
出
退
勤
打
刻
」

な
ど
を
招
く
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
学
校
現
場
へ
の
丸
投
げ
で
は
な
く
、
大
阪
府
・
府
教
委
の
責
任
で
、
抜
本
的
な
人
員

増
を
含
む
長
時
間
過
密
労
働
対
策
を
早
急
に
行
う
べ
き
で
す
。
以
上
の
立
場
に
立
っ
て
大
障
教
は
、
７
月
１
２
日
、
大
教

組
・
府
高
教
と
と
も
に
府
教
委
に
申
し
入
れ
を
行
い
、
今
回
の
通
知
は
い
っ
た
ん
撤
回
し
、
再
検
討
の
上
で
通
知
を
再
発

出
す
る
よ
う
に
求
め
ま
し
た
。 

 大阪府の主張を断罪  

       判決文抜粋 ◆大阪府の主張、◇裁判所の判断 

 

◆原告（西本さん）の時間外勤務は、校長の時間外勤務命令に基づくも

のではないので労基法上の労働時間と同視することはできない。 

◇「勤務時間の適正把握」では超勤４項目以外も対象に時間管理が求め

られており、業務の量的過重性を評価するのが相当。 

◆本件時間外勤務時間のうちどれだけの時間を業務に充てていたかわか

らない。 

◇原告は在校時間中基本的には業務に従事していたものとみるべき。 

◆校長としては原告に対し優先順位をつけて効率的な業務分担をするよ

うアドバイスをしていたのであり、原告は自らの負担を軽減できたはず

である。業務負担軽減を求めるのであれば具体的な提案をすべきであ

り、そのような提案がなければ管理職として適切に動くことはできな

い。 

◇アドバイスしていたことが原告の業務量自体を減らすものでなく有効

な配慮とはいえない。原告が自ら他の教員らに負担を求めることは困

難。管理職である校長こそが負担軽減のための改善策を講じる必要があ

った。抽象的な指示を繰り返すばかりでは注意義務を尽くしたといえな

い。 

◆教諭である原告の業務の自主性・創造性から業務の内容についても自

ら調整すべきであって管理職が踏み込むことは難しい。 

◇教育職員である原告の業務の自主性・創造性を尊重すべきことと、当

該職員が過重な業務に従事し追い詰められた様子を示し労務管理を求め

ている際にこれに応える義務があることは別の問題である。 


